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土木工事施工管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリート中の塩
化物総量規制実施要領
（土木構造物）」（福
島県土木部）による。

0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その試
験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午
後の試験を省略することができる。（１試験の測定
回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均
値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上の試験または、施工計画
時点における最新のレディーミクストコンク
リート工場の品質証明書等のみとすることがで
きる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502-2013，
503-2007）または設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

　

エアメータ法（土研
法）及び同等以上の測
定法

対象構造物
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁（ただ
し、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品は除く。）
（２）内空断面積２５㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ 
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工（ただし、購入桁は除
く。）
（４）トンネル
（５）高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防
ダム）
（６）スノーシェッド、スノーシェルター

その他は、「福島県レディーミクストコンク
リート単位水量測定要領」による。

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±
1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±
2.5㎝
スランプ2.5cm及び3㎝：許容差±1.0
㎝

・荷卸し時。１日１回以上または構造物の重要度と
工事の規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、及び荷
下ろし時に品質変化が見られた時。ただし、道路橋鉄
筋コンクリート床版にレディーミクスコンクリート
を用いる場合は原則として全車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、スランプ
試験の結果が安定し良好な場合はその後スランプ試
験の頻度について監督員と協議し低減することがで
きる。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上の試験または、レディー
ミクストコンクリート工場の品質証明書等のみ
とすることができる。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工
(高さ１m以上)、函渠工、樋門、水門、水路(内
幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、
舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様
書で指定された工種）

　

単位水量測定 1）測定した単位水量が、配合設計±
15kg/m3(管理値)の範囲にある場合は
そのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計±
15kg/m3（管理値）を超え±20kg/m3
（指示値）の範囲にある場合はその
まま打設してよいが、受注者は水量
変動の原因を調査し、生コン製造者
に改善の指示をしなければならな
い。その後、配合設計±15kg/m3（管
理値）以内で安定するまで、運搬車
の３台毎に１回、単位水量の測定を
行う。なお、「管理値内に安定する
まで」とは、２回連続して管理値内
の値を観測することをいう。
3）測定した単位水量が、配合設計±
20kg/m3の指示値を超える場合は、生
コンを打込まずに持ち帰らせ、水量
変動の原因を調査し、生コン製造業
者に改善を指示しなければならな
い。その後の全運搬車の測定を行
い、配合設計±20kg
/m3以内になることを確認する。更
に、配合設計±15㎏/m3以内で安定す
るまで、運搬車の３台毎に１回、単
位水量の測定を行う。
なお、管理値または指示値を超える
場合は1回に限り再試験を実施するこ
とができる。再試験を実施した場合
は2回の測定結果のうち、配合設計と
の差の絶対値の小さい方の値で評価
してよい。

２回／日（午前１回、午後１回）、および荷卸し時
に品質変化が認められたとき。

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く。
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

施
工

必
須

コンクリートの圧縮強度試
験

JIS A 1108 1回の試験に用いる供試体は3本と
し、1回の試験結果は指定した呼び強
度の85％以上であること。3回の試験
結果の平均値は指定した呼び強度以
上であること。ただし、1回の試験結
果が呼び強度を下回った場合には、
構造物の設計強度が確保されている
ことを施工後試験によって確認する
こと。
（1回の試験結果は、3個の供試体の
試験値の平均値）

荷下ろし時。１日１回以上または構造物の重要度と
工事の規模に応じて20m3～150m3ごとに１回。

なお、供試体は打設場所で採取し、1回につき6本
（σ7･･･3本、σ28･･･3本）とする。(早強セメント
を使用する場合には、必要に応じてσ3･･･3本につい
ても採取する｡)

　

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） 荷卸し時。１日１回以上または構造物の重要度と
工事の規模に応じて20m3～150m3ごとに1回、
及び荷下ろし時に変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上の試験または、施工計画
時点における最新のレディーミクストコンク
リート工場の品質証明書等のみとすることがで
きる。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工
(高さ１m以上)、函渠工、樋門、水門、水路(内
幅2m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗
装、その他これらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

　

そ
の
他

コンクリートの曲げ強度試
験
（コンクリート舗装の場合
必須）

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強度の
85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した
呼び強度以上であること。

コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1日につき
2回（午前・午後）の割りで行う。なおテストピース
は打設場所で採取し、1回につき原則として3個とす
る。

　

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。 　

コンクリートの洗い分析試
験

JIS A 1112 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。 　 　

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上の試験または、施工計画
時点における最新のレディーミクストコンク
リート工場の品質証明書等のみとすることがで
きる。
以下の重要構造物のδ28日圧縮強度試験は、公
的試験機関において実施する。なお、いずれの
構造物についても、プレキャスト製品及びプレ
ストレストコンクリートは除く。
(1)高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
(2)内空断面積25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ類
(3)橋梁上･下部工(ただし､購入桁は除く｡)
(4)トンネル
(5)高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防ダ
ム
(6)スノーシェッド、スノーシェルター

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とす
る。(橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎
等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工
（高さ１m以上)、函渠工、樋門、水門、水路
（内幅2m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及び特記
仕様書で指定された工種）

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く。
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品質管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2㎜ 本数
総延長
最大ひびわれ幅等

対象構造物（ただし、いずれの構造物について
も、プレキャスト製品及びプレストレストコ
ンクリートは対象としない。）
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
（２）内空断面積が25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ 
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工
（４）トンネル
（５）高さ３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防ダ
ム
（６）スノーシェッド、スノーシェルター
構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除
く全表面とする。フーチング･底版等で竣工時
に地中･水中にある部位については竣工前に調
査する。

テストハンマーによる強度
推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、トンネル
ついては目地間（ただし100ｍを超えるトンネルで
は、100ｍを超えた箇所以降は、30ｍ程度に1ヶ所）
で行う。その他の構造物については強度が同じブ
ロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヶ所の
調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準
強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強
度の85％以下となった場合は、その箇所の周辺にお
いて、再調査を５ヶ所実施。
材齢28日～91日の間に試験を行う。

対象構造物（ただし、いずれの構造物について
も、プレキャスト製品及びプレストレストコン
クリートは対象としない。）
（１）高さ５ｍ以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
（２）内空断面積が25㎡以上の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾙ 
ﾊﾞｰﾄ類
（３）橋梁上・下部工
（４）トンネル
（５）高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門・砂防
ダム
（６）スノーシェッド・スノーシェルター
ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度試験の再試験の平均強度が
所要の強度を得られない場合、もしくは１ヶ所
の強度が設計強度の８５％を下回った場合は、 
ｺｱによる強度試験を行う。

そ
の
他

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計基準強度 所用の強度を得られない箇所付近において、原位置
のコアを採取。

コア採取位置について、監督員と協議を行った
うえで、設置した鉄筋を損傷させないよう、コ
アを採取する。圧縮強度試験は公的試験機関に
おいて実施する。

1　セメン
ト・コンク
リート (転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く。

施
工
後
試
験

必
須

平成３１年４月１日　一部改正
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品質管理基準及び規格値
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

材
料

セメントの化学分析 JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

○

コンクリート用混和材
・化学混和剤

JIS A 6201
JIS A 6202
JIS A 6204
JIS A 6205
JIS A 6206
JIS A 6207

JIS A 6201（フライアッシュ）
JIS A 6202（膨張材）
JIS A 6204（化学混和剤）
JIS A 6205（防せい剤）
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末)
JIS A 6207(シリカフューム）

1回/月以上
ただし、JIS A 6202（膨張材）は1回/3ヶ月以上、
JIS A 6204（化学混和剤）は1回/６ヶ月以上

試験成績表による。 ○

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308付属書3

懸濁物質の量：2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28
日で90％以上

１回/年以上及び水質が変わった場合。 上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道
を使用してることを示す資料による確認を行
う。

○

鋼材 JIS G 3101
JIS G 3109
JIS G 3112
JIS G 3117
JIS G 3137
JIS G 3506
JIS G 3521
JIS G 3532
JIS G 3536
JIS G 3538
JIS G 3551
JIS G 4322
JIS G 5502

JIS G 3101
JIS G 3109
JIS G 3112
JIS G 3117
JIS G 3137
JIS G 3506
JIS G 3521
JIS G 3532
JIS G 3536
JIS G 3538
JIS G 3551
JIS G 4322
JIS G 5502

1回／月又は入荷の都度 試験成績表による。 ○

施
工

必
須

製品の外観検査
（角欠け・ひび割れ調査）

目視検査
(写真撮影）

有害な角欠け・ひび割れの無いこと 全数

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

そ
の
他（

J
I
S
マー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
ディ

ー

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く）

平成３１年４月１日　一部改正
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工　　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要 試験成績表等に
よる確認

20　現場吹付
法枠工

施
工

塩化物総量規制 「コンクリート中の塩
化物総量規制実施要領
（土木構造物）」（福
島県土木部）による。

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その試
験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午
後の試験を省略することができる。（１試験の測定
回数は３回）試験の判定は３回の測定値の平均値。

・総使用量が50m3未満の場合は1回以上の試験、
または施工計画時点における最新のレディーミ
クストコンクリート工場の品質証明書等のみと
することができる。
・骨材で海砂を使用する場合は､「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502、
503)、または設計図書の規定により行う。

　

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・圧縮強度試験用供試体採取時及び打ち込み中に品
質変化が認められた場合。 総使用量が50m3未満の場合は1回以上の試験、ま

たは施工計画時点における最新のレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明書等のみとす
ることができる。

ロックボルトの引抜き試験 参考資料「ロックボル
トの引抜試験」

引抜き耐力の80%程度以上。 設計図書による。 　 　

コアによる強度試験 JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に行う。 　 　
21　河川・海
岸土工

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　

土の粒度試験 JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　 　
土粒子の密度試験 JIS A 1202 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　 　
土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　 　
土の液性限界・塑性限界試
験

JIS A 1205 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　 　

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。 必要に応じて。 　 　
土の三軸圧縮試験 地盤材料試験の方法と

解説
設計図書による。 必要に応じて。 　 　

土の圧密試験 JIS A 1217 設計図書による。 必要に応じて。 　 　
土のせん断試験 地盤材料試験の方法と

解説
設計図書による。 必要に応じて。 　 　

土の透水試験 JIS A 1218 設計図書による。 必要に応じて。 　 　
　 施

工
必
須

現場密度の測定
※右記試験方法（3種類）
のいずれかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法(JIS A 1214)
最大粒径＞53㎜：
突砂法(舗装調査･試験
法便覧)　[4]-185

最大乾燥密度の90％以上。ただし、
上記により難い場合は、飽和度また
は空気間隙率の規定によることがで
きる。
【砂質土（25％≦75μmふるい通過分
＜50％)】空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通過
分）】飽和度Ｓｒが85％≦Ｓｒ≦
95％または空気間隙率Va２％≦Va≦
10％
または設計図書による。【河川土
工】
最大乾燥密度の85％以上｡又は設計図
書に示された値。【海岸土工】

１回の試験につき３孔で測定し、３孔の平均値で判
定を行う。

・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

　

または、
RI計器を用いた盛土の
締固め管理要領（案）
による

１管理単位の現場乾燥密度の平均値
が最大乾燥度密度の92％以上。ただ
し、上記により難い場合は、飽和度
または空気間隙率の規定によること
ができる。
【砂質土（25％≦75μmふるい通過分
＜50％)】空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通過
分）】飽和度Ｓｒが85％≦Ｓｒ≦
95％または空気間隙率Va２％≦Va≦
10％
または設計図書による。【河川土
工】
１管理単位の現場乾燥密度の平均値
が最大乾燥度密度の90％以上。また
は、設計図書による。【海岸土工】

盛土を管理する単位(以下「管理単位｣)に分割して管
理単位ごとに管理を行うものとする。
築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。
管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面
積が2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位
以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定
点数の目安を以下に示す。
　・500㎡未満：5点
　・500㎡以上1000㎡未満：10点
　・1000㎡以上2000㎡未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

　

そ
の
他

材
料

そ
の
他

築堤河道の場合は、1,000m3に1回の割合、または堤
体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実
施する。
堀込河道の場合は、1,000m3に1回の割合で実施する。
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写 真 管 理 基 準 

区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度〔時期〕 提出頻度

管理要領（土工編）
（案）」による場合は、
計測毎に 1 回 

〔発 生 時〕

を用いた出
来形管理要
領（土工編）
（案）」、「無
人航空機搭
載型レーザ
ースキャナー
を用いた出
来形管理要
領（土工編）
（案）」、「地
上移動体搭
載型レーザ
ースキャナー
を用いた出
来形管理要
領（土工編）
（案）」によ 
る場合は、 
代表箇所各 
1 枚 

安全管理 安全管理 各種標識類の
設置状況 

各種類毎に１回 
  〔設 置 後〕

不要 

各種保安施設
の設置状況 

各種類毎に１回 
  〔設 置 後〕

監視員交通整
理状況 

各１回 
  〔作 業 中〕

安全訓練等の
実施状況 

実施毎に１回 
  〔実 施 中〕

不要 実施状況
資料に添
付する 

使用材料 使用材料 形状す法 各品目毎に 1回 不要 品質証明
使用数量 〔使 用 前〕 に添付す

る。 
品質証明 
（JISマーク表

各品目毎に 1回 

検査実施状況 各品目毎に 1回 
〔検 査 時〕

品質管理 別添   撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて記載 

出来形管理 別添   撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影 

災害 被災状況 被災状況及び その都度 適宜 
被災規模等 〔被 災 前〕

〔被災直後〕 
〔被 災 後〕

事故 事故報告 事故の状況 その都度 適宜 発生前は
〔発 生 前〕 付近の写
〔発生直後〕 真でも可
〔発 生 後〕

補償関係外 補償関係 被害又は損害 その都度 適宜 
状況等 〔発 生 前〕

〔発生直後〕 
〔発 生 後〕

環境対策 各施設設置状況 各種毎 1回 適宜 
イメージアップ等 〔設 置 後〕

― 419 ― 
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